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90年 代における米国企業の

従業員医療給付 コス ト抑制の実態

一 ヤ ネジ ド・ケア普及との関係で一

長 谷 川 千 春

は じ め に

1980年 代 以 降,特 に1990年 代 に入 っ て か ら,米 国 の 医 療 保 険 制 度 の 中 核 を

担 って きた 雇 用 主 提 供 医療 保 険(Employer・SponsoredHealthInsurance)は,

大 き く変容 して きてい る。 そ の動 きを牽 引 した の は,マ ネ ジ ド ・ケ ア(Managed

Care)の 普 及で あ る。

マ ネ ジ ド ・ケ ア は,80年 代 後 半 に 国 民 医療 支 出 の増 大 及 び医 療 保 険 料 の 二桁

上 昇 へ の対 応 策 と して注 目 され た 考 え で あ る。 マ ネ ジ ド ・ケ ア は,学 術 的 な定

義 は確 立 して い な い ので あ るが 、 一般 的 に は 「医療 サ ー ビス の財 政 と提供 を統

合す る,組 織 さ れ た 制 度 」 とい わ れ る!1,従 来 の 伝統 的 イ ンデ ム ニ テ ィ保 険 の

も とで は,医 療 費 や 医 療 提 供 部 面 に対 し不 干 渉で あ った保 険 者 が,「 医療 の 効

率 性 」 追 求 に よ る 医 療 費 抑 制 の た め に,医 療提 供 部 面 へ の 介 入 を 行 うよ う に

な っ た こ と を念 頭 に置 い、て い る。

日本 に お け るマ ネ ジ ド ・ケ ア の研 究 で は,マ ネ ジ ド ・ケ ア の制 度 的 な側 面 へ

の着 目,あ るい は医療 の標 準 化 や 保 険 者 機 能 の 強 化 と して論 じて い る ものが 多

い2、 米 国 に お い て は.医 療 シ ステ ムヘ の マ ネ ジ ド ・ケ ア の普 及 の実 態 につ い

1)Musco,T.,B,Thompson,飾 雄て`・Bo欲 げA1孤'オh1'a5御 御 偲D4'420021HealthInsurance

AssochtionofAmerica.2002,pp.48-49、

2)例 えば,広 井 良 典 編 『医 療 改 革 とマ ネ ジ ドケ ア』 東 洋 経 済 新報 杜,1999年 。 田村 誠 『マ ネ ジ ド

ケ ア で医 療 は ど う変 わ るか 』 医 学 書 院,1999年 。
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て,医 療サービス提供部面での変化や伝統的インデムニティ保険との比較など,

数多 くの実証的研究がある死 マネジ ド・ケアの医療費抑制効果に関しても多

くの研究があるが,そ の効果が十分に明確にされているとはいえない弟。

実際,こ のマネジ ド・ケアが急速にかつ広範に普及した90年代半ば,国 民医

療支出の伸び率が鈍化し,民 問企業の従業員医療保険コス トも抑制された。こ

の民間企業の従業員医療保険コス トの抑制は,一 般的に,マ ネジ ド・ケアの普

及によると言われた。他方,90年 代末以降,再 び医療保険コス トが上昇 し始め

たことにより,マ ネジド・ケアは一回きりの節約をもたらしたに過ぎず.そ の

旋風は過ぎ去ったとする見解も見受けられる5}。

しか しながら,民 間企業の従業員医療給付コス ト抑制は,マ ネジド・ケアと

いう新 しい医療管理手法や保険プランの導入だけにその要因を求めるべ きでは

ない。注目すべきは,従 業員医療給付コス トを抑制 しようと考える雇用主であ

る企業がマネジド・ケアを積極的に導入した事実である。つまり,雇 用主であ

る企業は、従業員医療給付コス ト抑制という要求のもとで,マ ネジド・ケアを

導入する過程で従業員医療給付制度の再編を行い,さ まざまな形での従業員へ

の医療コス ト転嫁を行うことで.雇 用主自身の従業員医療給付 コストを抑制 し

ようとしたと考えられるのである。本稿では,90年 代半ばにおける民間企業の

従業員医療給付 コス ト抑制 という事実に着目し,そ の要因と実態について検討'

する,,

3〉 例 え ば ・WelneLJ・P・Ai'yles,D ・M。Stei…chs,KC.Hall.`・lmpact。fManI監ged(lare。11

Presc・ipti・nDrugUse ・》'撫1`h伽 砥10(1),1991,PP、140-154,Miller ,R.H.,H.S.L篭1ft,
"Do

esManagedCareLeadtoBeuer(》rWorseQuahしy`)fCare～ 』レH副 疏 パか 礁16(5)
,1997,

pp.7-25,Singer,S,↓ 、L、A、Bergthold,"Pmspectsforlmprove〔IDeclsionMakhlg…lboutMedica且

Necesshジ ∬ 眈 胴 が 濡20(1) .2001,PP.200-206.

4)例 え ば ・Sd・w繊WB・ 7DNMendels・n,"WhyNlanagedC　 Cann。tC。ntail、H〔,s正 》i錠11

C・sts・With・uτRati・niI監9,"11召 勲!1胆 網1(2)
,1992,PP,10HO7,Stai1、es、V.S.、 ・・P。tential

Impaet・fManagedCare・nNa～i・nalHeakliSpending
,り亀漁 々屈 加'携SupPlen、ent1瓢PP.

　　　り　らマロ

5)Galvin・RS・}』 しAnEmpl・yer'sView・nheUS ・liealthCareMFロrket,"撫1∫ 屈 加'"(6)
,199

9,pp.166-170,
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1マ ネジド・ケアの普及と雇用主提供医療保険

まず,米 国医療保険システムの全体像を提示 し,そ の上で90年代におけるマ

ネジド・ケアの普及は,雇 用主提供医療保険におけるマネジ ド・ケア ・プラン

加入者の増加 として現れたことを示す。

1概 観

米 国 に は,他 の 多 くの先 進 諸 国 と違 い,国 民 すべ て に対 して医 療 保 険 加 入 を

保 障 す る いわ ゆ る国 民 皆 保 険制 度 は存 在 しない 。 米 国 の 医療 保 険制 度 は.戦 後

の民 間医 療 保 険 の発 展 に依 存 した形 で,特 に雇 川 主提 供 医療 保 険 を 中心 と して

成 り立 って きた。

2001年 の 国 民 の保 険 加 入状 況 を見 る と,約1億7700万 人,全 人 〔 の 約6割 以

上が,雇 用 主 が提 供 す る医 療 保 険 に加 入 して い る6㌧ そ の ほ とん どは65歳 未 満

の非 高 齢 者 で あ り,約1億6200万 人,非 高 齢 者 の 約65拓 が,雇 用 主 が 提 供 す る

医療 保 険加 人者 で あ る。 雇 用先 で の保 険 加 入 は,本 人 の 雇用 先 で保 険 に加 入 し

て い る場 合 と,配 偶 者や そ の 他 の家 族 の雇 用 先 の 保 険 に扶 養 家 族 と して加 人 し

て い る場 合 とが あ る 。個 人的 に保 険 会社 か ら保 険 プ ラ ンを購 入す る こ と も可 能

で はあ るが,そ の 規模 は現 在 に至 る まで 非常 に小 さ い㌦

公 的 な医 療 保 険 制 度 も存 在 す るが,そ の 加 入対 象 は 国民 の一 部 に限 定 され て

い る 。高 齢 者 や 貧 困 者な どは,公 的医 療 保 険 に加 入 す る こ とが で きる。 連 邦 政

府 及 び 州 ・地方 政 府 が 財 政 負 担 す る公 的医 療 保 険 制 度 は1965年 に作 られ,主 な

公 的 医 療 保 険 制 度 は,主 と して 高齢 者 を対 象 と した メ デ ィケ ア別 と,主 と して

6〉U.S.CensusBu■eau,』 』llealthInsuranceCoverage:2001』1(7κ"門8η'ノもρκ1α々oηRψ07舐

September2002,P・13・

7)個 人購入保険への非高齢者の加入者数は1640万人であり,非高齢者人口の約6,6%に 過ぎない、

(Fr。nstin,P.、・・S。urces。fIlealthlnsuτanしeandCharacterisしics・ftheUnlns竃1red二Analysis・f

theMilrch2002CurrentP。Pulad。:1Survey,"どBR1ハ5μピB蝋252,Decembeτ2002,P・4・)

8)メ ディケアは、強制加入の病院保険(m)と 任意加入の補足的医療保険(SHDか らなる,

連邦政府所管の公的医療保険制度である。メディケアの対象壱よ65歳 以 ヒの高齢者,身 体障害者,

及び慢1生腎疾患患者である。メディケアの財源は,HIは 主に杜会保障税,SMIは 連邦政府の/
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貧 困 者 を対 象 と した メ デ ィケ イ ド9)であ る。2001年 の メ デ ィケ ア の 加 入 者 は 約

3.800万 人(全 人 口 の13。5%).う ち非 高齢 者 は約560万 人(非 高齢 者 の2 .3%)

で あ り,加 入者 の8割 以 上 が 高 齢 者 で あ る 、,同年 の メ デ ィケ イ ドの 加 入 者 は 約

3,100万 人(全 人 口 の11.2%),う ち 非 高 齢 者 は 約2,830万 人(非 高 齢 者 の

1L4%)で あ る1の。 公 的 医 療 保 険 へ の 非 高 齢 者 の 加 入 は,非 高 齢 者 全 体 の

13.7%に す ぎ ない 。

したがって,非 高齢者の医療保障は,雇 用先での保険加人に大 きく規定され

ているといえる。

2マ ネジド・ケア・プラン加入者の増加と雇用主提供医療保険

雇用主提供医療保険は,非 高齢者にとって最も一般的な保険であるだけでな

く,労 働者としては医療保険への加入先 として,雇 用主に期待 している川。だ

が,企 業による医療保険の提供それ自体はあくまで任意である。連邦政府は,

雇用主提供医療保険の保険料に対 し税制上り優遇措置を与えることで.雇 用主

による従業員への医療保険提供を促 してきた。雇用主である企業 としては,労

働力の生産性向」二.あ るいは能力のある労働者を引きつけ,採 用するための報

＼一般財源約75%・ 加 入者保 険料約25%で ある・III加 入者のほとん どは保 険料 負担がないのであ

るが(賦 課フ∫式 であ るため),し か し任意加 入のSMI加 入者 は毎 月一定 の保険料支払 が必 要で

あ る(2003年 度で は58・70ド ル/月Lメ デ ィケアはその医療保険加 入者が 国民 の約13%に す ぎ

ないに もかかわ らず・その連邦 予算 に占め る割合は年々拡大 して いる、2002年 度連邦政府予算に

お けるメデ ィケア支 出は2,537億 ドル,予 算全体の約12 .6%.エ ンタイ トル メン ト部分の約21%

に も上っている、,

9〉 メデ ィケ イ ドとは.一 定の要件 を満たす低 所得者を対象 に した,州 政府所管の医療 扶助制度 で

ある・連邦政府 は、受給資格者の範囲の大枠 とそれに対す る最低限の基本サー ビスについて定め

てお り,州 政府 は,こ の連邦政府の ガイ ドライ ンに基づ きつつ.受 給資格要件,給 付 の範囲 ・内

容 診療 報酬支払 方法な どにつ いては。独 自に規 定 ・運営 してい る、 メデ ィケ イ ドの財源 は,
2002年 度 は連邦予算か ら1,475億 ドル支出されているが,こ の額 は,連 邦医療補助比率(Feclera且

MedicillAssistancePelcentage:FMAP)に よ り決定 されている。

10)U・SCensusBurea隻 匿,・μf乙 ,P.nFmnstin,・ μ'ゑ,P.4.

11)1999年 の従業員給付調査 による と,労 働者 の65%が 最 も重要な従 業員給 付と して,医 療保険 を

挙 げ て い る,、(Salisbury、D,LP,Ostuw."VεdueofBen面tsConstalltinaChangingJob

EnvironmentlFindingsfromthe】999ACAIEBRIValueQfBene丘tsSurvey』'EBRINo'礪6
,

JUne2000,PP.5-9。)
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酬 の 一 手 段 と して,医 療 保 険 を もっぱ ら 「業 務 上 の 理 由(businessreason)」

で 利 用 して きた12)。と はい え,実 際 の と ころ,す べ て の 雇 用 主 で あ る企 業 が 従

業員 医 療 給 付 制 度 を持 って い る わ けで はな い 。

従 業 員 に対 し医 療保 険 を提 供 してい るか ど うか は,企 業 規 模,産 業,ま た 労

働 組 合 に加 入 して い る労働 者(以 下,組 合 員 労働 者)の 有 無 な どに規 定 され て

い る。2001年 のMedicalExpendlturePanelSurvey。lnsuranceComponent(以

下 、MEPS-IC)に よ る と.医 療 保 険 を 導 入 して い る企 業 は,従 業 員 数 が50名

未 満 の 民 問企 業 で は46.0%で あ るの に対 し,従 業 員100名 以上1,000名 未 満 の企

業 で は95,4箔.1,000名 以 上 の 企 業 で は99.4%で あ る。 大企 業 ほ ど,保 険 導 入

率 が 高 くな って い る。 産 業 別 で 見 る と、鉱 業 ・製 造 業,金 融 ・保 険 ・不 動 産 業

で は70%以 上 の企 業 が 保 険 を 提 供 して い る一 方 で,建 築 業,小 売 業 ・専 門 的

サ ー ビ ス以 外 の サ ー ビ ス業 で は50%を 切 って い る。 組 合 員労 働 者 が い る企 業 で

は,そ の約89%が 保 険 を提 供 してい る一 方 で,組 合 員労 働 者 の い ない 企 業 で は

約57%し か 提 供 して い な い13)。医療 保 険 制 度 を持 つ 企 業 の 割 合 自体 は,90年 代

にお い て,い ず れ の 企 業 規模 で も,農 林 水 産 業 ・鉱 業 を 除 い た いず れ の 産業 で

も,組 合 の有 無 に関 係 な く上 昇 して い る(第1表 〉。

米 国 の 医療 保 険 制 度 で は,従 来 は伝 統 的 イ ンデ ムニ テ ィ保 険 プ ラ ンが主 流で

あ った 、、しか し,国 民 の医 療 保 険 加 入状 況 を保 険 プ ラ ン別 で 見 る と,90年 代 以

降 急 速 にマ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンヘ の 加 入者 が 増 加 した 。 この マ ネ ジ ド ・ケ

ア ・プ ラ ン加 入 者 の増 加 は,企 業 が 従 業 員 に提 供 して い る雇 用 主 提 供 医 療 保 険

に おい て顕 著 に見 られ た もの で あ った'41。伝統 的 イ ンデ ムニ テ ィ保 険 とマ ネ ジ

12)Frollstin,P、,95FeamresofEmploymel1し ・BasedHealthPlansninTh8Eμ 々4r8げ'》84'``孝'魚 ・

'～4なed、bySalishuryD.L,EmployeeBenc6tResearchI:1stiしuteEducatlonandResearch

Fund,1998,p.9.Chrlstensen,R.,P.Fronstin,KPolzer,R.Wemtz,`』EmpioyerAttitudesalld

PrachcヒsAffectingllealthBenefitsandtheUnlnsured』'だ1JR1155～4♂Br'妖250,0cしober2002,p,

17.

13)AgencyforHealthcareResearchandQuality(AHRQ),ハ46漉`認E■ 餌 アκ1魚'で ん π召1Sμ 滞 ξy・1」z・

∫ε`π`η`βCoア 妙o解1～'(ME君9-1(う,200L

l4)メ デ ィ ケ ア.メ デ ィ ケ イ ドに お い て は,HMOプ ラ ン や 一 部POSプ ラ ン を 加 入 者 が 選 択 す る

こ と が で き る 、、 しか し な が ら,1990年 代 に お い て も,メ デ ィ ケ ア,メ デ ィ ケ イ ドの 主 流 は 伝 統 ノ
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第1表 従業員医療保険制度 を持つ企 業1企 業規模,産 業別,組 合員労働 者の有無

1993年 1999年

企 業 数 % 企 業 数 %

全 体 3,238,829 51.6 3,612,075 58.4

企 業 規 模 別

従業員50名 未満 2,174,144 42.2 2,251,312 47.1

従業員50名 以上 1,060,686 94.3 1,361,643 96.9

産 業 別

農 ・林 ・水 産 業 65,172 30.2 95,350 29.3

鉱 業 2i,838 67.4 10,332 68.9

建 設 業 214,443 40.4 285,676 48.8

製 造 業 310,627 60.8 243,721 76.9

卸 売 業 328,524 64.9 290,372 71.0

小 売 業 636,211 43.6 814,124 59.0

金融 ・保 険 ・不動 産業 351,475 64.8 377,563 68.3

サ ー ビ ス 業 1,141,733 51.3 1,341,279 56.6

組合員労働者の有無

な し 2,976,932 51.9 3,157,505 56.5

あ り 158,256 84.0 246,900 89.5

出 所:AgencyforHeaithcareResearchandQuahty(AHRQ)
,ル`84'α111財 ρ一〃41'ε4rぞ ん ♪zβ!

5～4rτΨy-h5f'ノ¥¥切6θCo〃2� ﾏ�ﾏノ'8"'6M五IR� `一1(ユ199
3、1999� 謔鑁�瘰ｬ

ド・ケア ・プランの諸特徴 ・相違点は第2表 のとおりである。伝統的インデム

ニティ保険では,保 険者は医療費や医療提供部面に対 し介入する手段 を持たな

いが,マ ネジ ド・ケア ・プランでは、保険者が医療提供者と医療費について交

渉 し,医 療提供部面へ介人する手段を持つ点が大きく異なる
。

さて,雇 用主提供医療保険における従業員の加入状況をみると,80年 代まで

は,伝 統的インデムニティ保険が中心的な保険 プランであった。けれども,90

年代以降 マネジド・ケア ・プランの加入者が急速に増加 した
。マネジド.ケ

＼的 イ げ ム ニ テ ィ保 険 で あ る・1メ デ ィケ 珈 緒 の約85% ,メ デ ィケ イ ド加 入者 の 約75%が 鰍

的 イ ン 弘 ニ テ ィ保 険 で あ る・(McD・ τlnell
,K,P.Fr・nstin,E8R・ π8`、々 h及 繍5n`'ご 」ゐ..鳥

1s吐ed・5eds・byH・mes
かD・5Blakely,Empl⊂,yeeBenefhResearehl、 、stitllte

,1999.)
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第1図 雇用主提供医療保険加入労働者の プラン別加 入割合
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出所:TheK三 釦iserFamilyF・undaU・1・/IlealthResearchandEducati・nalTrust(Kaise「1

HRLT),E"絢 ・8沼8`～々 hB"2碗5A1～"～ 如'Sμ脚2000・2001・2〔)02・KPMG・ 翫 闘

夢E",ρ'卿 ～3～昂 ρ'2ぶ01で`～H&漉hB82～4へ1988,1～,93・1996より作成 ・

ア.プ ラ ン の 加 入 者 割 合 は1993年 に 伝 統 的 イ ン デ ム ニ テ ィ保 険 加 人 者 の そ れ を

上 回 り.2002年 に は 保 険 加 入 者 の95%が マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ン 加 入 者 と な っ

た(第1図),,そ れ と は 対 照 的 に,伝 統 的 イ ン デ ム ニ テ ィ保 険 の 加 入 者 は,急

速 に 縮 小 し た 。 マ ネ ジ ド ・ケ ア に は 主 に 三 つ の 保 険 プ ラ ン が あ る の で あ る が

(第2表 参 照),そ の 三 つ の 保 険 プ ラ ン い ず れ に お い て も,加 入 者 は 劇 的 に 増 加

し た 。1992年 に はPOSプ ラ ン加 入 者 は160万 入 と な り,97年 に は860万 人 に ま

で 増 加 し て い る 、1992年 のPPOプ ラ ン 加 入 者 は5,040万 に 上 っ て お り,1997

年 に は8.910万 人 に ま で 増 加 し て い る 。

1980年 代 に は,多 く の 中 ・大 企 業 が 伝 統 的 イ ン デ ム ニ テ ィ型 の 自 家 保 険 を

持 っ て い た の で あ る が,自 家 保 険 を 持 つ 企 業 は,民 間 保 険 会 社 や 非 営 利 の ブ

ル ー ク ロ ス ・ ブ ル ー シ ー ル ド(BlueCross/BlueS1・ield),さ ら に 独 立 し た

HMO組 織 と,第 三 者 管 理 機 関(ThirdPartyAdministratiolls:TPAs)と し

て,保 険 の 運 営 ・管 理 契 約 を 結 ぶ よ う に な っ た 。 そ れ に よ っ て,PPOプ ラ ン

型 やPOSプ ラ ン型,あ るい はHMOプ ラ ン の 諸 特 徴 を 持 っ た 自家 保 険 と し て,
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第2表 伝 統 的 イ ンデ ムニ テ ィ保 険 とマ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの 諸 特徴

保険ブラン 伝統的 インデムニ ティ保険 マ ネ シ ド ・ケ ア ・プ ラ ン

診療報酬 事 後的 ・出来高払い制 保険者 との交渉 ・契約

支払方法 「一般的.慣 習的かつ合理 的 割引 出来高払い制(PPOブ ラ ン),引 き受

な 料 金(USUal,custOmary,砥nd ける患者数に応じた前払定額制(人 頭払い
reasonablecharges)」 あ る い 制,HMOプ ラ ン.P(⊃Sプ ラ ン),給 与制

は特 定の医療サー ビスご との (HMOプ ラ ン)な ど。

固 定 料 金(dnxedschedule

offees〉

保険者と 契約関係なし 契約関係あり

医療提供 医療の質や効率性 などについで ・定の基準

者 との関 を もって保 険者が審査,特 定の医療提供者

係 ない し医療提供者団体か らな るネ ットワー

クを形成。特 にHMOプ ランは,組 織 的

に も保険者 と医療提供者が統 合されている、

PPOプ ラ ン,POSプ ラ ンで は,ネ ッ ト

ワー ク内と外で,保 険か らの給付額 または

自己負担が異な り,外 の方 が重 い。

医療提供 介入方法を持たない 介入方法を持つ
部面への 保険加入者は医療提供者を自 保 険者 が,医 療 サー ビス提 供 の事前 ・事

保険者の 由に選択,受 診で きる.医 療 中 ・事 後 に渡 り,診 療 内容 審 査(ut亘Iization

介入 提供者 は診断 に基づ き.適 切 review)を 行 う。 例 えば,入 院 事 前 認 可 、

な治療 方法 を自ら選択.決 定 入院 日数審査,治 療後審査,高 額症例管理

す る。 な ど。プラ イマ リーケア医への受診を義務

付 けている場合 もあ る.

注;マ ネ シ ド ・ケ ア ・プ ラ ンに は 主 に以 下 の3つ の類 型 が あ る。

PPOプ ラ ンIPrefeぼedPmviderOrganizad・ 臨HNI〔)プ ラ ン;He紅lthMainte、mnceOrga面zad。11
,

POSプ ラ ン;Point・of.ServiCe,、

実 際 の 保 険 プ ラ ンは.非 常 に 多様 て あ り,上 記 の 諸 特 徴 の 有無 ,程 度 も異 な る。

出 所1筆 者作 成 、、

自家保 険 に もマ ネ ジ ド ・ケ アが 普 及 して い っ た。

以 上 の よ う に.米 国 医 療 シ ステ ム に お け る マ ネ ジ ド ・ケ アの普 及 は 』 第 一義

的には雇用主提供医療保険におけるマネジド・ケア ・プラン加入者の増加 とい

う形で現れた。このことは,伝 統的 インデムニティ保険の加入者あるいは無保

険であった者によるマネジド・ケア ・プランヘの移行あるいは新規加入を反映
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して い る と考 え られ る、,しか し,そ の前 提 には,雇 用 主 で あ る企 業 に よ る マ ネ

ジ ド ・ケ ア導 入が あ る。 で は,な ぜ 企 業 は90年 代 に急 速 か つ よ り広 範 に,マ ネ

ジ ド ・ケ ア を導 入 したの で あ ろ うか。

Ilマ ネジ ド・ケア普及期における企業の医療関連支出

第1-2節 で明らかにな.ったように,90年 代における急速なマネジド・ケア

の普及は,雇 用主提供医療保険において,す なわち従業員医療給付制度のもと

でのものであった,、特に,80年 代末から90年代半ばにかけての医療給付コス ト

の高騰は,雇 用主である企業が積極的にマネジド・ケアを導入し,そ のコス ト

を抑制しようとする動 きを助長 したと考えられる。

以下では,主 として80年代以降の従業員給付 コス トの動向を追うことで、雇

用主である企業が,マ ネジド・ケアの導入による積極的なコス ト抑制策をとる

ことになったコス ト面での要請を明らかにする。

1雇 用 コス トと しての従業員給付

企 業 の 雇 用 コ ス トは,賃 金 及 び給 与 と従業 員給 付 か ら構 成 され る。 従 業 員給

付(employeebene丘ts』 付 加 給 付 と もい う)は,賃 金 及 び 給 与(wagesand

salarles)と あ わ せ た 従 業 員 報 酬(totalc・ml)ensation〉 の約27%を 占 め て い る。

そ の な かで も,企 業 に よる医 療 給 付 コス トは大 きな割 合 とな って い る1㌔ 米 国

労 働 省 労 働 統 計 局 の 民 間企 業 の 時 間 当 た り雇 用 コ ス ト調 査(Empl・yerCosts

mdEmployeeC{)mpellsation)で み る と.医 療 保 険 コ ス トは,年 金(確 定 拠 出

型 及 び確 定給 付 型 年 金 の合 計)の お よそ3倍 の コス トが か か って い る陀

民 間企 業 に と って,医 療 保 険 コス トは ず っ と伸 び続 け て い る。 民 問企 業 に よ

る医 療 関 連 拠 出 に は,法 的義 務 で あ る メ デ ィケ ア病 院 保 険料,就 労 不 能所 得 補

15)企 業 の従業 員給付 には,一 般 に,有 給休暇.休 業給付(病 気休暇,短 期及び長期就労不能所得

補償保険),遺 族給付(生 命 保険.災 害死亡傷害保障.遺 族所得紛付),医 療費給 付(医 療保 険,

歯科保険,眼 科保 険など),退 職年 金給付,メ デ でケア保険料支出な どがある。

16)B皿eξmofI4aborStatistics,E2ン ψ向yβr(葱5'5`捌4Eηψ'6y躍 α〃'ψθ1'54々o〃,21)OL
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償 保 険 な どが あ る が,中 で も従 業 員 医 療 保 険 料 の 拠 出が 最 も大 きな コ ス トと

な って い る。 民 問 企 業 に よ る 保 険 料 拠 出 額 は,1980年 は約453億 ドルで あ った

が,90年 に は約1,384億 ドル とLOOO億 ドル を突 破 し,そ の後 も増 え続 け,2000

年 に は2463億 ドル に もな って い るm。

しか しな が ら.民 間企 業 に よ る医 療 保 険 料 拠 出 の上 昇 率 は,90年 代 に 入 って

以 降97年 まで,低 下 し続 けた 。1987-1993年 の 間 は ,1L5%と 二 桁 の上 昇 率 で

あ った が.そ れ 以 降 は一 桁 に抑 え られ て5.8%か ら6 ,3%で 推 移 し,1997年 には

わ ず かL1%の 上 昇 率 で あ った軌 さ ら に,1労 働 時 間 当 た りの医 療 保 険 料 コ

ス トで 見 る と,1994年 まで は増 加 傾 向 にあ った が,そ れ 以 降や は り97年 まで 減

少 し続 けて い る。 従業 員報 酬 に 占 め る医 療 保 険料 コス トの構 成 比 で 見 て も
,医

療 保 険 料 コス トは94年 以 降 縮 小 して い る。98年 以 降 は,金 額 ベ ー スで み る と上

昇 し始 め た が,構 成 比 と して は 低 く抑 え られ てい た こ とが 見 て取 れ る、,(第2

図)

医 療 保 険 コ ス トの 抑 制 は,企 業 の雇 用 コ ス ト全体 の 上 昇 率 の 抑 制 に もつ な

が った 。1980年 代 後 半 か ら90年 代 初 め に は,企 業 の雇 用 コ ス1・は全 体 的 に上 昇

傾 向 にあ った が,1990年 代 半 ば か ら90年 代 末 に か け て は相 対 的 に低 位 安 定 して

推 移 した。 それ は,90年 代 半 ば 以 降,賃 金 及 び給 与 の 上 昇 率 が 漸 増 傾 向 に な っ

た 一 方 で,従 業 員 給 付 コ ス トの そ れ が非 常 に低 く抑 え られ て い た た め
,賃 金 及

び給 与 上 昇 率 ほ ど には従 業員 報 酬 全 体 の上 昇 率 が 上 が らなか ったか らで あ る
。

賃 金 及 び給 与 は,2。9%か ら4,0%の 間で 推 移 した。 それ に対 し
,従 業 員 報 酬 全

体 は2,7%か ら3.5%の 問で 推 移 し,相 対 的 に抑 制 され て いた 。

宮 本(1998)は,米 国 経 済 の 好 調 継続 の理 由 の ひ とつ と して
,労 働 市 場 が 弾

力 的で 賃 金 上 昇 率 が 抑 制 さ れ て い る こ とを指 摘 して い る。 そ の 背景 と して
,90

年 代 後 半 の 労働 需 給 の 逼迫 と と もに賃 金 上 昇 率 も じ り高 とな って きたが
,医 療

17)C-1・CA・ ・P・A・Mcr)・mel1,KR.i、evit.M.A.Zeンza、"Bur〔le:1〔〕fHealthCareC。sts:
Business旧 。useh・1ds・andG一 一ts・1987-2… ,マ㌣伽 ごhG～ノ盛 一f囎R8咄Spring
2(X)2,P.138.

18)翫 威.P.93.
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第2図 民 間 企 業 の 医療 保 険 コ ス トの推 移 二1991-2001年
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保険のマネジ ド・ケアヘの移行等により付加給付の伸びの鈍化が著 しく,全 体

の労働 コス トの伸びは賃金の伸びほど高まっていないとしている19㌧

以上のことから,民 間企業全体 としては,90年 代半ばにおける医療保険 コ

ス トの抑制が達成され,雇 用 コス ト全体の低位安定に貢献 したと結論付けら

れる。

2企 業の保険料拠出の伸びの鈍化とマネジド・ケアとの関係

第H-1節 で明らかとなった90年 代半ばにおける民間企業の医療保険コス ト

の抑制は,時 期的に見ると,マ ネジ ド・ケアの急速な普及と合致 している。こ

の両者の関係を明らかにするために,医 療費が非常に高騰 していた80年 代後半

以降の雇用主提供医療保険とマネジド・ケア ・プランの,そ れぞれの保険料の

動向について検討する。

19)宮 本邦夫 「アメ リカ経済の好調 と陥穽一 自信過剰 と保護宝義圧力の高ま り」 『世界経済評論』

1998年2月 号,22-28ペ ー ジ。
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第3図 医療保険料の上昇率(そ の他 の指標 との比較)二1988-2002年
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1980年 代 末 か ら1990年 代 初 め にか け て は
,全 般 的 な医 療 保 険料 は 非常 に高 騰

して い た。 その よ うなな か で ,マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの保 険料 は,伝 統 的 イ

ンデ ム ニ テ ィ保 険 の そ れ と比 較 して
,低 額 あ るい はそ の伸 びが 抑 制 され てい た。

ま ず,Kaiser/HRET[2002]に よ り,1980年 代 か ら90年 代 にか け て の雇 用

主 提 供 医 療 保 険 の保 険 料 の動 きを み る(第3図)。 医 療 保 険 料 は
,1980年 代 後

半 か ら1990年 代 初 め まで,二 桁 の 上 昇 率 とな ってお り,消 費 者物 価 指 数 全般,

医療 費,労 働 所 得 の 上 昇 率 の い ず れ を も大 き く上 回 って い た 、,これ を保 険 プ ラ

ン別 で 見 る と,1988年 の 対 前 年 変 化率 は ,HMOを 例 外 と して,伝 統 的 イ ンデ

ム ニ テ ィ保 険 ,PPOプ ラ ン,POSプ ラ ンい ず れ も二桁 の 伸 び 率 とな って い る

(第4図)。 しか し,1993年 以 降 、 医 療 保 険料 の上 昇 率 は一一転 して 一 桁 に抑 え ら

れ た。 いず れ の保 険 プ ラ ンの上 昇 率 も.1996年 まで 下 が り続 け た,、特 にHMO

プ ラ
,ンは1996年 には マ イナ ス とな り,マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの保 険料 上 昇 率

は,伝 統 的 医 療保 険 よ りも低 く抑 え られ た。

1990年 代 半 ば に,全 体 的 に医 療 保 険 料 の 伸 び 率 が低 く抑 え られ た の は
,マ ネ

ジ ド ・ケ ア に よ る 「医 療 の 効 率 性 」 の推 進 に よ る医 療 費 抑 制 に よ る もの か ど う



104(422)第174巻 第5・6号

第4図 医 療保 険料 の対 前 年 変 化 率(保 険 プ ラ ン別):1988-2002年
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かは明確ではない20)。ただ,保 険料抑制の要因としては,保 険者間の保険引受

競争が考えられる。マネジ ド・ケア ・プランを提供する保険者は,伝 統的イン

デムニティ保険よりも低額な保険料で保険プランを提示することによって,そ

のシェアを拡大 しようとしてきた。 このプランの担い手である営利保険会社や

独立型のHMO組 織,ま た非営利の保険団体間における保険引受競争は,保

険料の引き下げあいとして展開した側面 もあった。

渋谷[20031は,1987年 か ら1996年 までの伝統的 インデ ムニテ ィ保 険と

HMOプ ラン,PPOプ ランの保険料の伸び率にあま り差がないということを

指摘 した。その上で,「 医療サービス過剰供給能力 と,いう条件下で,管 理医療

(マネジ ド・ケアのこと(筆 者))へ の移行に伴 う厳 しい交渉が行われたことで,

従来型出来高払制(伝 統的インデムニティ保険のこと(筆 者))の 方も値引き

20)マ ネ ジ ド ・ケ ア に よ る 「医 療 費抑 制 効 果」 につ い て 多 くの 実 証 研 究 が あ るが,そ の 効 果 は 明 確

に は な って い な いQ例 えば,Miller,Lufし01,.ぐ 猷,pp.7-25。
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され る よ うに な り,全 体 の保 険料 の水 準 が 引 き下 げ られ た と解 釈 で きる」 と論

じて い る苫%

MEPS-ICに よ る と,民 問 企 業 の 加 入従 業 員 一 人 当 た りの年 平均 医療 保 険 料

は,1996年 に最 も低 額 と な って い る。 単 身保 険 で は
,1993年 の 年平 均 保 険料 は

2,069ド ルで あ っ たが,1996年 に1 ,991ド ルに 低 下 し,1999年 に は2,324ド ル,

2001年 に は2,889ド ル と再 び 上 昇 し て い る。 け れ ど も,家 族 保 険 で み る と,

1990年 代 は一 貰 して上 昇 しつ づ けて い る。1993年 の家 族 保 険 の 年 平均 保 険 料 は

4,786ド ル,1996年 は4,953ド ル,1999年 は6,058ド ル,2001年 は7,508ド ル で あ

る。 いず れ の保 険 プ ラ ンの 家族 保 険 も,そ の保 険 料 は伸 び続 け て い る犯1。た だ.

1993年 以 降 で 見 る限 り、 マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの ほ うが 相 対 的 に伝 統 的 イ ン

デ ムニ テ ィ保 険 の保 険料 よ り も低 額 で あ った(第3表)
.

以 上 の こ とか ら,単 身保 険 で は,マ ネ ジ ド ・ケ ア普 及 期 に年 平均 医 療 保 険 料

が抑 制 され て お り,ま た マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの 方 が 伝統 的 イ ンデ ム ニ テ ィ

保 険 よ りも 年 平均 保 険 料 もそ の伸 び率 も,低 く抑 え られ て い た とい え よ う。

しか し他 方 で,家 族 保 険 の保 険料 は.9(}年 代 にお い て も伸 び続 け てい た こ と も

事 実 で あ る。 したが っ て,90年 代 半 ば にお け る企 業 の医 療 保 険 コ ス トの 抑 制 を
,

も っぱ ら保 険 料 の安 価 な マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの導 入だ けで 説 明 す るの は 一

面 的で あ る と考 え られ る。

企 業 の 医療 保 険 コ ス トは,従 業 員 の保 険 プ ラ ン選択(単 身保 険 か 家族 保 険 か
。

伝 統 的 イ ンデ ム ニ テ ィ保 険か マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンか) ,企 業 と従 業 員 の 保 険

料負 担,従 業 員 の医 療 保 険へ の加 入条件 に も規定 され て い る。 企 業 は,単 に マ ネ

ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンを導 入 しただ けで は な く
,そ の過 程 で医 療 給付 制 度 の改 変 を

行 った と考 え られ る。 ゆ えに,マ ネ ジ ド ・ケ ア普及 期 にお け る企 業 の 医療 給 付 コ

ス トの抑 制 は,こ の再編 によ る影響 を考慮 して検討 され な けれ ば な らない。

21)渋 谷博 史 「基 軸 国 ア メ リカが 示 す 福 祉 国 家 モ デ ル 」(渋 谷 博 史 ・渡 瀬 義 男 ・樋 口均 編 『ア メ リ

カ の福 祉 国 家 シ ス テ ム』 東 京 大 学 出 版 会 ,2003年)134ペ ー ジ、

22)Nati・nalCenterf・rHealthStηtistics諏i・ ・'幽 ψ卿 ・癬 メh・η5π,_幽
`ンマ暗 桝 、勘

1993、Agency∫orHealthcareResearchandQuality(AHRQ)
、o吟`猷,1996,1999,2001.
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第3表 単 身保 険 及 び家 族 保 険 の 年 平 均保 険料=1993-2001年

単身保険 1993年 1996年 1999年 2001年

年平均保険料 $2,069 $1,991 $2,324 $2,889

HMO/EPO $1,926 $1,911 $2,171 $2,672

PPO/POS $2,098 $2,Ol8 $2,358 $2,984

伝統 的イ ンデ

ムニテ ィ保険
$2,128 $2,049 $2,580 $3,058

家族保険 1993年 1996年 1999年 2001年

年平均保険料 $4,786 $4,953 $6,058 $7,508

HMO/EPO $4,854 $4,867 $5,749 $7,108

PPO/POS $4,850 $5,006 $6,128 $7,700

伝統的 インデ
ムニテ ィ保険

$4,720 $4,924 $6,465 $7,522

出 所:NationalCemerf(♪rHealthSt包tistic∫,N`z"・"`～ ♂Eη2ρ`曜 ごrH&1'`h1'2濯 芦

α1膨Sど 旗 ・`ッ6VどH凪 入1993,AgencyforHeakhcareReseaτchandQuahty

(AllRQ)、 ψ`f'.,1996,1999、20〔)1よ り作 成,

mマ ネジ ド・ケア導入に伴う,従 業員医療給付の再編

従 業 員へ の医 療 保 険給 付 制 度 に おい て,80年 代 以 降,特 に90年 代 に入 って,

マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンを導 入す る企 業 が 劇 的 に増 加 した 。1980年 代 初 頭 の景

気 後 退 を 受 け て,1980年 代 前 半 に は.HMOプ ラ ンを採 用 す る企業 が 増 加 した 。

1980年 代 前 半 に は5万 社 以 上 の米 国 企 業 が 従 業 員 へ の 医 療 保 険 給 付 制 度 に

HMOプ ラ ンを採 用 して い た とい テ11`,。NEHISとMEPS-ICに よ る と,1993

年 に は全 民 間企 業 の 約55,5%.約348万 社 が,さ ら に1999年 に は約88.3%,約

546万 社 が,医 療 保 険 給 付 制 度 に何 らか の マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンを導 入 して

い る1シ"。い ず れ の企 業 規 模(従 業 員 数)の 民 問企 業 にお い て も マ ネ ジ ド ・ケ

23)Gruber,L.R,.M.Shadle,C.LP・lich、'』Fr・mM・vementtQlndusτry=theG∬ ・wth・fHMOs・"

Hピ`ξ々1～1曳ヵ勉 か駄7(3)、 豆988,p,201,

24)Nati・nalCenterf・rHeiilthStatistics・ ・μ`"

Quahty(AHRQ),ψ`鉱,1996」 り99・200L

,,1993,Agencyf・rlicalt卜careResearchand
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ア ・プラン導入が加速 し,1990年 代後半か ら急速にマネジド・ケア ・プランを

含む従業員医療給付制度へ再編をしたと推察できる。

雇用主としての企業によるマネジド・ケア ・プランの導入は,短 期的には伝

統的医療保険に比べて相対的に低額な保険料による医療保険コス ト引き下げを

期待 したものであった。他方,長 期的には 「患者の医療へのアクセスを制限せ

ず,医 療費をコントロールする」あるいは,「過剰診療や過剰請求などの無駄

を省いて,医 療の質を改善する」という機能への期待からであったといわれて

いるあ1。しか し,雇 用宅による従業員医療給付のコス ト抑制欲求は,マ ネジ

ド・ケァ導入だけではな く,従 業員への医療給付コストの転嫁 としても追求さ

れた。それらが,実 際の雇用主の医療給付コス ト抑制に結びついたと考えられ

る、,

以下では,マ ネジド・ケア普及期に,米 国民問企業において展開された従業

員医療給付制度の実態について検討する。

1マ ネジド・ケア・プラン加入者増加の背景一 プラン選択肢の再編一

雇用主である企業は,相 対的に安価な保険料であるマネジド・ケア ・プラン

を導人し,さ らには,医 療保険への加人資格がある場合にで も加入 しないとい

うことを選択肢 に入れる形で医療給付制度の再編を行い,医 療給付 コス トを抑

制 しようとしたと考えられる。

まず,民 間企業の従業員医療給付制度におけるマネジド・ケアの導入は,必

ず しも従業員に対 して新たに保険選択肢の幅を広げる方向に展開 したわけでは

ない。伝統的インデムニティ保険を含めた保険選択による結果ではな く,強 制

的 ・半強制的にマネジ ド・ケア ・プランヘの加人者の移行を促 した企業もある。

まず,企 業がどのような保険プランを従業員に対 して提供 しているのかをみ

てみる。MEPS-ICに よると.従 業員医療保険制度の中に伝統的インデムニ

25)Darlin9・H・!"Empl・yersandMamlged(lare:WhataretheEarlyRetums?
、"・ ・6、渤 雌`ゴ η～

10(4)、1991,pp.147-160.
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テ ィ保 険 を 選択 肢 と して入 れ て い る企 業 は,1993年 に は52%で あ った が,1996

年27,9%,1999年18.7%,2001年15.6%と 減少 して い る。 こ の こ と は,従 業 員

が,伝 統 的 イ ンデ ムニ テ ィ保 険 を選 択 す る余 地 自体 が縮 小 してい る こ と を意 味

す る。

Kaiser/HRETに よ る と,1988年 に は伝 統 的 医 療 保 険 の選 択 肢 を 与 え られ る

保 険加 入従 業 員 は9割 に も上 って い た の に対 し,2002年 に は わ ずか16%に な っ

て い る、、そ れ に対 し,マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの選 択 肢 を 持 つ 保 険加 入従 業 員

の 割 合 は急 速 に増 加 して い る。 特 にPPOプ ラ ンの選 択 肢 を 与 え られ る従 業 員

の割 合 は,88年 に は18%で あ っ たが,2002年 に は76%に もな り,PPOプ ラ ン

が 従 業 員 に提 供 され る最 も一般 的 な保 険 プ ラ ンに な って い る。HMOブ ラ ン も

高 い割 合 を保 って お り,2002年 に は再 び提 供 す る企業 が増 え て い る こ とが 推 測

で き る(第5図)。 以 上 の こ とか ら,伝 統 的 医 療 保 険 は,企 業 が そ の 選 択 肢 を

提 示 す る割 合 自体 が 減 少 して い るの で あ る、1

また,複 数 の選 択 肢 を与 え られ て い る 保 険加 入従 業 員 が62%で あ る一 方 で

保 険 加 人従 業 員 の38%は プ ラ ン選 択 の 余 地 が無 い 。 た だ し.複 数 の選 択 肢 を与

え られ る従 業 員 の 割 合 は,企 業 規 模 に よ り大 きな 違 いが 認 め られ る。2002年 で

は 、複 数 の 選 択 肢 を与 え られ る保 険加 入従 業 員 の 割 合 は,小 企 業(従 業 員200

名 未 満)で は24%で あ るの に対 し,中 企 業(従 業 員200-999名)で は61%,大

企 業(従 業 員1,000-4,999名)で は75%,巨 大企 業(従 業 員5,000名 以 上)で は

86%で あ る騨。

小 企 業 にお い て は,も と も と保 険 プ ラ ンの 選択 肢 が な い のが 一 般 的 な 中で,

マ ネ ジ ド ・ケ ァ ・プ ラ ンの提 供 が増 え てい る。 この こ とは,一 つ の伝 統 的 イ ン

デ ムニ テ ィ保 険 か ら一 つ の マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの 提 供 に変 更 した こ とを示

唆 して い る。 したが って,特 に小企 業 に お け る保 険加 入従 業 員 は,強 制 的 に伝

統 的 イ ンデ ムニ テ ィ保 険 か らマ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンに移 行 させ られ た と考 え

26)TheKaiserFamiiyFoundaしion/HealthResearchandEducationalTτusし(HRET),五'}1ρ'`匙yど プ

Hε 、～餉 β餅 磯r2ω2A'川 ～イ`r15'岬 ぐy,201)2,PP・92,93
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第5図 保 険加 入労 働 者 の うち,そ の プ ラ ン選 択 が

(%)可 能 な労 働 者 の割 合:1988 .2002年
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られ る、,1993年 か ら1995年 の 従 業 員50名 未 満 の小 企 業 を対 象 と した 調 査 に よ る

と,1993年 に伝 統 的 医 療 保 険 だ け を 提 供 して い た 企 業 の う ち
,1995年 まで に

48%の 小 企 業 が マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンだ け を提 供 す る よ うに変 更 して い る2γ)
。

複 数 の 選択 肢 を提 供 して い る場 合 で も,マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンだ げ しか 提

示 しな い よ うに医 療 給 付 プ ロ グ ラ ム を転換 した 大企 業 もあ る
、,例え ば,サ ター

ン社 は,GelleralMotors(GM)社 か ら引 き受 げたUAW(全 米 自動 車 労 働 組

合)の 組 合 労 働 者6千 名 に対 して ,HMOプ ラ ンとPP(二)プ ラ ンの 選 択 肢 のみ

を提 供 す る よ う に医 療 給 付 制 度 を変 更 した凋。 また,コ ロ ン ビ ア特 別 区 を拠 点

とす る複数 の 大企 業 は,従 業 員 の大 半 をGroupHealthAs、 。。i、ti。n(その 地 域

のHMO組 織)に 強 制 的 に移 行 さ せ た29)
。

1994年 の あ る 調査(CommonwealthFund)に よ る と
,こ こ3年 間 で 保 険 プ

27)Jensビn1G ・A・・M・A・M・rrisey ・S・Gaffney・D・K・List・n,"TheNewD()minance。fManaged

Care:lns-ceTrendsinthe199・s沼 ε`～々 ん 伽'～ 笠16(1)
,1997,PI),125-136.2

8)Bμ5"～85517π5～ ♂搬 η6《9 .August,1985.

29)EBR1八7幡N。ven、ber1989 .
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ランを変更 した労働者の割合は,調 査当時マネジ ド・ケア ・プランに加人して

いる労働者の54%で あ り,10年 以上プラン変更 していない人はわずか10%で

あった,,こ れに対 し,調 査当時伝統的インデムニティ保険に加入している労働

者で3年 以内にプラン変更した割合は37%で.10年 以上プラン変更 していない

人は26%で あった。保険プランを変更した労働者のうち73%は,非 自発的なプ

ラン変更であ り,そ の第一の理由は,雇 用主によるプラン変更の決定(61%)

であった。わずか23%の 労働者だけが自発的なプラン変更であった3%

また,フ レキ シブル ・ベネフィッ ト・プラン(FlexibleBene丘tPlan、 以下

FBP)の なかでの医療保険の提供は,「医療保険に加入しない」 という選択肢

を提示 した ものといえる.つ ま り,従 業員やその家族の医療保険加入を,そ の

他の従業員給付の巾の取捨選択可能な一選択肢に落としてしまい,現 金給付や

その他の給付を受ける代わ りに 「医療保険に加入しない」という選択 をとる道

筋を提示 したのである。

1993年 のFBPに 関す る企業調査によると,調 査対象企業の82%が,従 業員

が医療保険加入を放棄することを許容あるいは促進している呂1㌧医療保険加入

の放棄は,代 替的な金銭的インセ ンティブ(平 均719ド ルの加給金付与)に

よって促進されている。そして.調 査対象企業の12%が,配 偶者の保険加入数

を減らすような仕組みを導入 している。すなわち,配 偶者の加入拒否あるいは

加給金付与による金銭的インセンティブによって,企 業がかかえる保険加入者

数を減 らすことで,企 業の医療保険 コストを抑えようとしている・

FBPは,一 般に,典 型的な家族形態に基づいた画一的な従業員給付プログラム

に代わって,個 々の従業員の多様な家族形態に対応して,そ の必要性に応じた選

択を促進することに焦点を当てた従業員給付プログラムであるといわれている3%

30)Davis,K、 。K.S,C。llins,C.Sch・en,CMQrrisp』 ℃h・iceMと[tters=Enr・llees腎View・fTheけ

HeakhPlans』'Hf`ど!晒 湾鎗'得,14(2),1995、pi).99一 】12.

31)・He、vitしReI}。rtsF1¢xTrends、Med五ca1C・sts,"Eη ψ 罐B8'蜘P1こ 〃'1ぐ召漁March1993・

32)Enll〕1()yeeBピ1漁Re-hlnstitし 】te,"FlexibleBene6tsPla11-dChangingl)en・ ・graphics・"

どBR11辮`θ8プ'`∫128,April1991
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しかし,雇 用主である企業としては,一 定の給付保障内容を持つ医療保険の提供

を続けるではな く。毎年FBPに 対する拠出額を決定することで,医 療費の高騰

やそれに伴 う医療保険料の変動によるコスト上昇の一部または全部を,従 業員に

対 し転嫁することができる、、EBRIの 調査によると,企 業がFBPを 導入する目

的として,「従業員の多様な二一ズヘの対応」を挙げる企業が51%で あったのに

対し,74%と 最も多くの企業が挙げたのは.「医療支出の抑制」であった謝。

マネジド・ケア導入に伴 う保険プラン選択肢の再編は,安 価な保険プランヘ

の移行を強制 ・半強制的に促進 しようとしただけでなく,保 険へ加入しないと

いう選択肢 も含めた形でなされたのである。

2従 業員に対する医療給付コストの転嫁

雇用主 としての企業は,マ ネジド・ケアの導入に伴い,従 業員に対 し医療保

険料拠出を要求するようにな り,さ らにその拠出額を増額させてきた。

企業が提供する医療保険においては,1980年 代までは医療保険料全額を企業が

負担するのが一般的であった(第4表)。1979年 では,中 ・大企業の単身保険で

雇用主が全額負担する保険加入従業員の割合は73%で あった、。家族保険では,も

ともと従業員に対 し保険料拠出を求める割合が高かったのであるが,そ れで も

1981年には企業が全額負担する保険加入従業員の割合は51%で あった。 しかしそ

の後,単 身保険,家 族保険いずれにおいても,雇 用主が全額負担する保険加入従

業員の割合は減少していった。単身保険では1991年には5割 を切 り,2003年 では

企業が全額負担する保険加入従業員はわずか18%と なっている。逆に言えば,保

険料拠 出を求められる保険加入従業員の割合が82%に も上っているのである。家

族保険では,2003年 には企業が全額負担する保険加入従業員はわずか8%と なっ

ており,逆 に従業員に対し保険料拠出を求める割合が9割 を超えている舗。同じ

33)∫ ゐ磁

34)B肛eau・fLa悔rStadsdc亀 働 瞬 衡 蜘'〃Mぬ 〃～α耀 血 解 丑嘱1979-1鵬 助 姻 βご臨

η廊f・ 溜 ぬ 〃冒副 血 耀 凸加 オ幽 な藤h〃 π鴫1四1 、1993,199&199乳 飾 ψ勿 蔀 魚'磯'〃 δヱ・～ご～〃

ハ加 惚 瓜 如螂h秒 ～鶴19朕 〕,1992,19曳 、19%枷 どω～α!α ♪脚 鮮 廟5徽 剛19鰍20〔X!2鵬
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第4表 企業 による保険料拠出の有無(企 業規模別,フ ルタイム労働 者)

中 ・大 企 業(%)

1979 1981 1983 !985 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2003

医療給付プランヘ

の従業員加入割合
97% 97% 96% 96% 92% 83% 82% 77% 76% 61% 61% 55%

単身保険

全雇用主拠出

従業員拠出あり

73

27

73

27

67

33

64

36

53

47

49

51

33

67

33

67

31

69

25

75

30

70

18

82

家族保険

全雇用主拠出

従業員拠出あり

na

na

51

49

46

54

44

56

34

66

31

69

22

78

22

78

20

80

15

85

20

80

8

92

小 企 業 傷)

1990 1992 1994 !996 1999 2000 2003

医療給付プランヘの
従業員加人割合

69% 71% 66% 64% 46% 43% 36%

単身保険

全雇用主拠出 58 52 46 48 42 34 28

従業員拠出あり 42 47 52 52 58 64 72

不明 Ila na 2 na 11a na na

家族保険

全雇用主拠出 33 27 19 24 24 19 13

従業員拠出あり 67 72 75 75 76 81 87

不明 na na 6 11a na na n試

注1)

2)

3〉

4)

ll「1所

中 ・大 企 業 の 調 査 は,1988年 に改 定 され て い る,

中 ・大 企 業 とは.従 業 員100名 以 上 の 民 間 ・非 農 業 企 業 を さす 。

小 企 業 とは,従 業 員100名 未 満 の 民 間 ・非 農 業企 業 を さす 、、

na=デ ー タ入手 で きず,,

Bllreauζ)fLaborS【atistics.五,刀 μ硬y88及 η《ガ'5加 ハ4召`!加ア〃``η`1L`～rg8疏'7η ∫,1979-1989り

缶 ～ψ妨 曜Bε π顔i"ノ 堀'μ 〃～αηゴ1瑠 βPr繍 ぞ酌 α協h'η8鷹1991」993」995・1997・

伽 ψ'碇卿 魚'～吻 画5η2・ 〃 乃・畑8E勲 み1'51耀 鷹1990,1992・19941996・

Nd"・ 服'(り 〃2ρ朋∫αごi・π3観 マリd999.20〔)0,2003よ り作 成 ・
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第6図 従業員の月平均保険料拠出額=中 ・大企 業

o

l98384858688899193959799200003(年)

注:毎 月 の 保 険 料 拠 出 が 定 額 で あ る保 険 加 入 者 が 対 象.中 ・大 企 業 の97年 以 前 の 調 査 で

は,フ ル タイ ム 労 働 者 の み を 対 象 と し てい る
・1999年 以 降 の 調 査 で は,7ル タ イ'、労

働 者 及 び パ ー トタ イム労 働 者 を 含む 。

出 所:Bureau・fLab・rStatls【ics,E'～ ψ'卿8β ア1晦'〃^4ε4∫``",α,24血 ～'翠 翫 て耀8

疎 如6!勲,〃8'瓜 各 年 。IVご～～'。掴1Cbノ ηρ8'r5ご～'!oη5μ浬《yl999
、2000.2003よ り作 成,、
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よ うな傾 向 は小 企 業 に お い て もあ る。 だ が ,中 ・大企 業 の ほ うが 従 業 員 に対 す

る拠 出 要 求 が よ り一般 的 に な っ てい る.

そ して,従 業 員 の 月平 均 保 険 料 拠 出 額 の 推 移 を見 る と
,単 身 保 険 家 族 保 険

と も に増 額 傾 向 に あ る(第6図)。1983年 は,中 ・大 企 業 の 従 業 員 の 月平 均 保

険料 拠 出額 は,単 身 保 険 で10.13ド ル,家 族保 険で32,51ド ル で あ っ た が ,1993

年 に は 単 身 保 険 で3L55ド ル,家 族 保 険 で107 ,42ド ル,2003年 に は 単 身 保 険 で

56.06ド ル,家 族 保 険 で204 .52ド ル とな って い る。

MEPS-ICに よ る と,第1-2節 で 述 べ た よ うに
,民 間企 業 の 加 入 者 一 人 当

た りの年 平 均 保 険 料 は1996年 まで低 下 し続 け て いた 一 方 で .保 険 加 入 従 業 員 の

保 険 料 拠 出 は 逆 に増 加 して い た 。単 身 保 険 で は,1993年 は312ド ル(全 保 険 料

の15.1%1)で あ っ た が ,1996年 に は342ド ル(17,2%)に 増 加 し,家 族 保 険 で

は1993年L139ド ル(23 。8%)か ら1996年1 ,275ド ル(25.7%)で あ った 。 つ ま

り,医 療 保 険 料 の上 昇 率 が ,1980年 代 末 か ら1990年 代 半 ば にか けて 鈍 化 して い



1】4(432)第174巻 第5・6号

た… 方 で,さ らに民 問企 業 の 年 平均 保 険料 そ の もの は抑 制 され て い た 一 方 で,

従 業 員 の 平均 保 険料 負 担 は増 加 傾 向 に あ った ので あ る。

さ ら に,家 計 か らの民 間医 療 保 険 へ の保 険料 拠 出で み る と,個 人 購 入 保 険 の

保険 料 が90年 代 半 ば に減少 して い る一 方 で,雇 用 主提 供 医療 保 険へ の拠 出 は増

加 し続 け て い る。 そ の 保 険 加 入 者 一・人 当 た りの 保 険 料 拠1二PIは,1987年 に は

191.66ド ルで あ った のが,1993年 に は423.42ド ルヘ と急 増 して い た 。 そ の後94

年 にい った ん 減少 したが,1990年 代 を通 じてみ る と,家 計 か らの 雇 用 主提 供 医

療 保 険 へ の 保 険 料拠 出 は上 昇 傾 向 にあ った.2000年 に至 って は,552.15ド ル に

もな って い る鵠,。

ま た,マ ネ ジ ド ・ケ アの 普 及 は,多 様 な給 付 条件 を もつ保 険 プ ラ ンを 出現 さ

せ る こ と とな り.実 際 に医 療 サ ー ビス にか か る際 の 自己 負担 額 も,保 険 プ ラ ン

の選 択 次 第で 異 な る とい う こ と にな った361。一般 に,自 己負 担 額 や 割 合 な どの

保 険 内容 は企 業 ご とに異 な って い る371。しか し,一 企 業 内部 にお い て も,免 責

金や 共 同負 担 金 の程 度 の違 い に応 じた 複 数 の 保 険 ブ ラ ン選 択 肢 を提 示 し,そ の

選 択 に 応 じ て従 業 員 の 保 険 料 拠 出 額 を 設 定 す る企 業 も出 て き た 。 例 え ば,

DoubledayBook&MusicClubs社 は,1993年 に"SignatureBene五ts"と い う

新 た な 従 業 員 給付 プ ロ グ ラム を 開始 した 。 同社 は従 来 一 つ の保 険 プ ラ ン しか提

示 して い なか った の で あ る が,新 た な プ ロ グ ラ ムの 中で 保 険 か らの 給 付 割 合,

免責 金,自 己 負 担 上 限 額 の 異 な る3つ の プ ラ ンを提 示 した 、、従 来 の保 険 プ ラ ン

に相 当す る の は 中 レベ ルの 補償 内容 とな った 。 そ の 際 企 業 の保 険料 拠 出 は最

35)しLS、CulsusBureau,C'ρ7御 π んpε滅漉o'～3μ'■π偶Annual正)em(》graphicSupplements1988

えこカゆ　じ

36)医 療 サ ー ビ スを受 け た場 合 に 求め られ る 自己 負担 に は,主 に 免責 金 と 共 同負 担 金 が あ る 。 免 責

金 と は,医 療 保 険 者 か らの給 付 が 開始 され る まで に,保 険 加 入 者が 支 払 わ な けれ ば な らな い 一 定

の 医療 費 の こ とで あ る、,保 険加 入 者 は,こ の 一 定 の 医 療 費 を 自 己 負担 した 後 に保 険 か らの 給 付 を

受 け られ る 、 ま た 、共 同 負 担 金(Coinsuranceく)rCopaymen重)と は,保 険 か らの 給 付 が 開 始 さ

れ た 後 に 求 め られ る.医 療 費 の うち の一 定 額 あ る い は一 定 割 含 の 自己負 担 の こ とで あ る。

37)大 企 業 に お い て は ・一 般 に保 険 購 入 に際 して競 争 入札 を行 って お り・ この こ とが企 業 ご とで 保

険 内 容 の 異 な る 要 因 の一 う とな って い る 。Maxwell,J,,P、Temin,C.Watts詳Corp〔)rε 玉teHealth

C…1rePurchasingam・ngF・rtune500Firms、 ▼'撫1'hA伽 爪20(3)・2001・PP・18H88・
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も補償程度の低いプランの保険料に固定 した。結果,大 半の従業員が従来の中

レベルのプランにとどまったものの.6%が 低 レベルのプランに移行 し,10%

がより高 レベルの保険プランを選択 した。ただし,従 来の保険プランにとどま

る従業員には,以 前 よりも高い保険料拠出が求められることになったのであ

る3鋤、丁,

これまで画一的な保険内容と保険料拠出を提示 していた企業にとっては、従

来よりも補償程度が低い保険プランヘの保険料拠出に企業の拠出を引き下げる

ことで,従 来の保険プランにとどまる従業員に対しては,保 険料拠出を求める

あるいは引き上げることを正当化することができたのである39)。,

雇用主である企業は,従 業員に対 し保険料拠出を要求 し,あ るいは免責金の

違 うプランを提示することにより,自 らの負担が少な くなるような保険プラン

を選択させ,あ るいは保険加入そのものをあきらめさせるようなインセンティ

ブを与えたといえる。

お わ り に

1990年代に顕著に現れた雇用主提供医療保険におけるマネジ ド・ケアの普及

は,雇 用主である企業の主導の下に,も っぱら企業の従業員医療給付 コス トを

抑制するために行われたものであった。そのことは,雇 用主である企業が,医

療保険料の高騰によ り伝統的インデムニティ保険を主流 とする従業員医療保険

制度の維持が困難 となって,代 替的な医療保険プランとしてマネジド・ケアを

導入し,制 度そのものを維持 しようとしたとも考えられる。そして,伝 統的イ

ンデムニティ保険よりも相対的に医療保険料が抑えられたマネジド・ケア ・プ

38)』D。ubledayFlexibleBene6tsPlanTak・s[)e6nedC・ntriトuti・nApP
τ。ach.り 加 画 召βB6'2φ'

1'4～ノ～翫 甑 へMay1993 .PP.14-18.

39)ま た,近 年 免 責 金額 そ の もの も上 昇 傾 向 に あ る
。 免 責金 額 の 上 昇 は.保 険 か らの給 付 を 減 少 さ

せ る と同時 に,実 際 に医 療 サ ー ビス に か か る 際 の 自 己負 担 の 重 さ か ら利 用抑 制 の 可 能性 が あ る
.

マ ネ ジ ド ・ケ ア ・プ ラ ンの な か に は .保 険 者 との契 約 外 の 医 療 機 関 に か か る場 合 に は
,契 約 して

い る医 療 機 関 よ1,も よ り高 額 な 自 己 負 担 が 求 め られ る も の も あ る
。(Kaiser/HRFT、 。貞`fム,

2002、pp、92-101 .)
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ランが普及したことは,単 純に考えれば,国 民の医療保険へのアクセスを改善

する方向へ導 くものであるといえるだろう。

しか しながら,実 際には,必 ずしも国民の医療保険へのアクセス拡大に結び

つ くものであったとはいえない。それ どころか,マ ネジド・ケア導入に伴 う従

業員医療保険制度の再編は,従 業員への医療保険加入への負担を増大させ,保

険プラン選択の 「白己責任」を迫ることによって,医 療保険へのアクセスを制

約する側面さえ持っていたのである。

そして,今 日,雇 用主提供医療保険への加入は縮小傾向にある。1990年 代半

ば以降,医 療保険を持つ企業への雇用者数が増加 している一方で,従 業員の保

険加入割合は減少 している。そのことは 「雇用主提供医療保険 システムの溶

解」とさえ言われているのである1。㌧

もともと雇用主提供医療保険への加入資格が与えられる可能性の低いパー ト

タイム労働者や非典型雇用の増加などによる就労形態の多様化,労 働者の所得

格差の拡大は,今 後ますます労働者の医療保障に対する不安定性を高めること

につなが りうる,,

また,な ぜマネジド・ケアが労働者側に受け入れ られたのかということにつ

いては、医療そのものが抱えていた問題への対応への期待 とい う側面 と,雇 用

保障 との引き換えいう2つ の側面で,検 討する必要がある。

これらの点は,次 稿以降の課題 としたい.,

40)L。ng,S.H.,M.S.Marquis,"StabllilyandVariatl・nlnEmpl・yment-basedHealthlnsurance

C。verage,"撫 勲 パ伽 瓜18(6),1999,PP・133曹135・


